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（別紙） 

諮問番号：令和４年度 諮問第５号 

答申番号：令和４年度 答申第５号 

 

答 申 書 

 

第１ 本審査会の結論 

  裁決についての「本件請求を棄却する」との審査庁の判断は、妥当である。 

 

第２ 主張の要旨 

１ 審査請求人（以下「請求人」という。）の主張の要旨 

   請求人の配偶者（以下「妻」という。）の介護保険料を実際に負担しているのは

請求人であるところ、請求人は、札幌市が妻の介護保険料を一方的に妻の年金から

天引きしたことにより、妻の介護保険料について請求人の社会保険料控除額（地方

税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第３１４条の２第１項第

３号又は第３４条第１項第３号の規定により控除すべき金額をいう。以下同じ。）

に含めることができなくなったため、納得できないとして、令和４年８月１５日付

け令和４年度分の個人市民税及び道民税（以下「市・道民税」という。）の賦課決

定処分（以下「本件処分」という。）の取消しを求めている。 

２ 処分庁（札幌市長）の主張の要旨 

  妻の介護保険料は、妻の年金から特別徴収されたものであり、妻が支払ったもの

と解されるから、請求人の社会保険料控除額に含めることはできない。 

  その他本件処分に違法又は不当な点はなく、本件処分は適法かつ正当なものであ

る。 

 

第３ 審理員意見書の要旨及び審理員審理の経過 

 １ 審理員意見書の要旨 

  (1) 事案の概要 

   ア 令和４年２月１７日、請求人は、「令和３年分の所得税及び復興特別所得税 

の確定申告書」を札幌○税務署長宛てに提出した。 
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   イ 令和４年６月１０日、処分庁は、請求人に対し、市・道民税の合計額を年額

１３７，１００円とする賦課決定処分を行った。 

   ウ 令和４年８月１５日、処分庁は、請求人の社会保険料控除額に、本来含める

ことができない妻の年金から特別徴収された介護保険料が含まれていること

を確認したため、当該介護保険料に係る請求人の社会保険料控除額を否認し、

市・道民税を６，２００円増額し、年額１４３，３００円とする本件処分を行

った。 

   エ 令和４年８月２３日、請求人は、本件処分の取消しを求めて審査請求を行っ

た。 

  (2) 判断 

    妻の介護保険料について、法律上の負担者である妻の年金から直接徴収されて

いる以上、当該保険料を負担しているのは妻自身と解することが相当であり、請

求人以外の年金から特別徴収された介護保険料などの社会保険料については、

市・道民税において請求人の社会保険料控除額として申告し得ないとする処分庁

の判断に、違法又は不当な点は認められない。 

２ 審理員審理の経過（日付は、令和４年） 

９月１日 審査庁（札幌市長）が、請求人が行った審査請求に係る審理員２名

を指名し、その旨を審理関係人に通知 

９月 22 日 処分庁が、審理員宛てに弁明書を提出 

10 月６日 請求人が、審理員宛てに反論書を提出 

10 月 12 日 審理手続の終結（審理関係人に対し、審理手続を終結した旨及び審

理員意見書等を審査庁に提出する予定時期を通知） 

10 月 19 日 審理員意見書を事件記録等と共に審査庁に提出 

 

第４ 裁決書案の要旨 

  前記第３の１(2)と同旨である。 

 

第５ 本審査会調査審議の経過（日付は、令和４年又は令和５年） 

12 月 16 日 審査庁が、本審査会に諮問 
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12 月 22 日 請求人が、本審査会宛てに主張書面を提出 

３月 22 日 第１回調査審議（令和４年度第５回札幌市行政不服審査会） 

 

第６ 本審査会の判断の理由 

市・道民税においては、前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親

族の負担すべき社会保険料を支払った、又は給与から控除される所得割の納税義務者

について、その支払った、又は給与から控除される金額をその者の前年の所得につい

て算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額（以下「総所得金額等」とい

う。）から控除するものとされている（法第３１４条の２第１項第３号及び札幌市税

条例（昭和２５年条例第４４号）第２８条の３第３号並びに法第３４条第１項第３号

及び北海道税条例（昭和２５年北海道条例第５６号）第２５条の２）。 

なお、介護保険料は、社会保険料に含まれるところ（法第３１４条の２第１項第３

号、法第３４条第１項第３号及び所得税法（昭和４０年法律第３３号）第７４条第２

項第３号）、介護保険事業に要する費用（財政安定化基金拠出金の納付に要する費用

を含む。）に充てるために市町村が徴収し（介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第１２９条第１項）、市町村の区域内に住所を有する６５歳以上の者（以下「第一号

被保険者」という。）に対して課されるものである（同条第２項）。また、市町村は、

介護保険法第１３４条第１項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知

に係る第一号被保険者（災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法

によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定め

るものを除く。）に対して課する当該年度の保険料の全部（厚生労働省令で定める場

合にあっては、その一部）を、特別徴収の方法によって徴収するものとされている（同

法第１３５条第１項）。 

  そこで、本件について見ると、処分庁は、請求人の社会保険料控除額に妻の年金か

ら特別徴収された介護保険料を含めずに、課税所得金額を計算し、本件処分を行った

ことが認められる。 

  この点、請求人は、本審査会に銀行振込の明細書を提出し、請求人が妻に対して保

険料、医療費等を含めた生活費を支払っていることを理由として、請求人が妻の介護

保険料を支払った旨を主張している。 

しかしながら、妻は、第一号被保険者であり、介護保険料の本来的な負担者であっ
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て（介護保険法第１２９条第２項）、妻の介護保険料は、特別徴収の方法によって徴

収されており、したがって、介護保険料を負担しているのが妻であることは明らかで

ある。また、妻の介護保険料に係る債務は、特別徴収により既に消滅しており、請求

人による第三者弁済の余地はない。さらに、妻が支払った介護保険料を請求人が補塡

したかどうかは、介護保険料の法的な負担者が誰であるかについて影響を与えるもの

ではない。 

  よって、請求人の社会保険料控除額に妻の年金から特別徴収された介護保険料を含

めることはできず、本件処分を行った処分庁の判断に、違法又は不当な点は認められ

ない。 

  なお、請求人は、妻の介護保険料の徴収について、「特別の事情があることにより、

特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるもの」

（介護保険法第１３５条第１項本文）として、普通徴収の方法によることを希望して

いるため、付言する。 

  令和４年１２月２２日付けの請求人の主張書面において、「２０２１年度の配偶者

（妻）の年金収入額は、約○万円であり到底保険料を支払える収入ではなく」との記

載があるところ、介護保険料の徴収については国民年金法（昭和３４年法律第１４１

号）による老齢基礎年金等を対象に、年額１８万円以上のものから特別徴収により行

うことが法定されていることから、（介護保険法第１３１条、第１３４条及び第１３

５条並びに介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４０条及び第４１条）、

年額１８万円を超える妻の年金収入額は、「特別徴収の方法によって保険料を徴収す

ることが著しく困難である」とする特別の事情とはならない。 

  その他、本件処分にこれを取り消すべき違法又は不当な点は認められず、また、審

理員の審理手続についても、適正なものと認められる。 

  よって、本審査会としては、前記第１のとおり結論付ける。 

 

 

札幌市行政不服審査会          

 委 員（会 長） 片 桐 由 喜   

 委 員      中 島 正 博   

 委 員      津 田 智 成   


